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令和８年 第３回 当別町教育委員会定例会 議事録 

 

日時 令和８年２月２７日（金） 午後４時３０分 

場所 当別町役場３階中会議室 

出席者 三澤教育長、武岡教育長職務代理者、小林委員、瀬戸委員 

出席職員 山田教育部長、髙田学校教育課長、川田学校教育課参事、村上社会教育課長 

傍聴者 なし 

 

【開会宣言】 

教育長 

ただ今、定数に達しておりますので、これより令和８年第３回当別町教育委

員会定例会を開催いたします。 

【傍聴確認】 

教育長 

傍聴の方はいらっしゃいますか。 

（「いません」の声） 

傍聴がおりませんので、早速議事に入らせていただきます。 

【議事日程】 

教育長 

日程につきましては、各委員に配付しております日程表に基づきまして議事

に入ります。 

【日程第１】 

教育長 

日程第１、議案第１号、教職員の人事異動内申については、非公開案件とし

て審議したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

異議なしと認め、非公開とすることに決定いたしました。 

 

－以下、非公開－ 

 

【日程第２】 

教育長 

次に、日程第２、議案第２号、当別町立学校管理規則の一部を改正する規則

制定について、事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第２号、当別町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について、２

頁、３頁になっております。 

地域クラブ活動に従事する場合の職員の兼職兼業に係る手続きについて定

めるため、学校管理規則の一部を改正しようとするものでございます。 

別冊の１頁のほうに、新旧対照表を掲載しておりますのでご参照願います。 

こちらについては、教職員が地域クラブの指導者として活動できるようにと

いうところの改正を行っているものです。 

以上、議案第２号の説明といたします。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。質疑を求めます。質疑ございませんでし

ょうか。 

（「ありません」の声） 

ないようでございますので、議案第２号は原案のとおり決定してよろしいで

しょうか。 



（「異議なし」の声） 

それでは議案第２号は、原案のとおり決定いたします。 

【日程第３】 

教育長 

次に、日程第３、議案第３号、令和８年度当別町教育推進計画案について、

事務局より説明をお願いします。 

教育部長 議案第３号、令和８年度当別町教育推進計画案について、４頁をご覧くださ

い。 

令和８年度当別町教育推進計画について、委員会の議決を求めるものです。 

詳細につきましては、学校教育課参事より説明いたします。 

学校教育課参事 別冊の２頁をご覧ください。 

１月の定例教育委員会で提案させていただいた以降、改定版を教育委員の皆

さんにメールで送らせていただいたものと同じものとなっております。 

同じものを校長会でも提案させていただき、特に変更点等はございませんで

したので、今回の会議をもって、案をとって確定版とさせていただければと思

っております。 

令和８年度の重点目標を、繰り返しになりますが、全ての子どもを社会と未

来へつなげる。それを達成させるための手立てとして、児童生徒一人ひとりに

応じたきめ細やかな指導を通して、というサブタイトルを付けております。 

よろしくお願いいたします。 

以上です。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。質疑を求めます。質疑ございませんでし

ょうか。 

（「ありません」の声） 

それではないようでございますので、議案第３号は原案のとおり決定してよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

それでは議案第３号は、原案のとおり決定いたします。 

【日程第４】 

教育長 

次に、日程第４、協議第１号、令和７年度３月補正予算について、事務局よ

り説明をお願いします。 

教育部長 協議第１号、令和７年度３月補正予算について、５頁になります。 

令和７年度３月補正予算がとりまとまりましたので、町理事者に提出するた

め、委員会の協議を求めるものでございます。 

６頁に、内容を記載させていただいております。 

今回、歳出のみとなっておりまして、学校給食費において、燃料費を 80 万

円の増としております。こちら、給食センターの燃料代となっております。 

以上、協議第１号の説明といたします。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。ご意見を頂戴したいと思います。いかが

でしょか。 

（「ありません」の声） 

ないようでございますので、本件は提案のとおりとさせていただきます。 



【日程第５】 

教育長 

次に、日程第５、協議第２号、令和８年度教育行政執行方針について、事務

局より説明をお願いします。 

教育部長 協議第２号、和８年度教育行政執行方針について、７頁になります。 

令和８年度教育行政執行方針について、委員会の協議を求めるものでありま

す。 

詳細につきましては、別冊３頁からをご覧くだい。 

まず、一つ訂正がございます。３頁ですが、表題、教育長執行方針と記載し

ておりますが、教育行政執行方針の誤りですので、訂正させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

中身につきましては、主な新規事業のところをピックアップして、ご説明さ

せていただきたいと思っております。 

５頁、地域と共にある学校をご覧ください。 

地域と共にある学校の２段落目のまたのところからなのですが、姉妹都市で

ある大崎市へ中学生を派遣し、姉妹都市との交流を深め、ふるさとへの誇りと

愛着を育むふるさと教育の充実を図りますとしております。 

こちらについては、新規事業としております。大崎市に中学生を派遣、今、

想定しているのは、正宗公まつりの時期にあわせて、派遣をしたいと考えてい

るところでございます。 

また、その下になります。学校給食のところです。 

学校給食では、国が進める小学生の学校給食化に加え、町独自で中学生の学

校給食無償化を実施して、小中完全無償化というのを図るというところで、子

育て・教育環境の一層の充実を図ります、としております。 

これは、この文字のとおり、中学生まで給食費の無償化を図るというところ

の予算を計上しているといったところになります。 

次に、４ 生涯学習の推進のところです。 

こちら、最後の読書活動のところになります。 

読書活動のセルフ貸出に対応した図書管理システムに更新し、利用者に対す

るサービスの充実を図り、町民の読書活動をさらに推進しますということで、

図書管理システムを更新したいなと思っておりまして、これによりまして、無

人貸出といいますか、自分でピッとやって貸出ができるようにするというとこ

ろにあわせて、こちらで職員が図書を登録するのに手間が掛からないようなシ

ステムになっているというようなことで、事務の効率化も図れるシステムに更

新したいというふうに考えているところです。 

また、その次の５番の文化・芸術・スポーツの推進のところですが、これの

２行目から、より多くの町民に、文化・芸術活動が身近に感じていただけるよ

うな事業として、札幌交響楽団による演奏会や 桂 宮治 氏を招いた落語会な

どを行ってまいります。ということで、具体に来年やる事業がもう固まってお

りましたので、そこは既に打ち出して、来年度の事業を明確化しているという

ことで、この２つの事業は来年度行っていきたいと考えているところです。 



そして、７頁の最後に施設の整備の箇所がございます。 

最後、施設の整備です。 

学校施設では、西当小学校と西当別中学校、こちらの LED 照明化を行うこ

と、また、社会教育施設では、総合体育館キュービクルの更新、そして、伊達

記念館の屋根改修を実施したいというところ、また、併せて、老朽化が進む教

育施設全般について、今後の方向性を検討するために、専門的な知見による現

状把握や改修が必要な箇所の調査を実施しますということで、全体の教育施設

について、今後の修繕等が必要な箇所ですとか、そういった部分を専門家に依

頼して調査を行おうというところでございます。 

簡単ではございますが、教育行政執行方針の中で、特に新規事業、新たな事

業ということで、今回、打ち出しているものを中心に説明させていただきまし

た。 

また、今後、町長部局との調整により若干の整理だとか、そういったところ

が加わる可能性もありますが、現状このような形にさせていただいておりま

す。 

以上、協議第２号の説明といたします。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。ご意見頂戴したいと思います。いかがで

しょうか。 

武岡教育長職務

代理者 

給食が、小学校も中学校も無償化になるということで、保護者にとっては、

とても有難い施策だなと思います。有難いなと思います。あと、セルフ貸出に

ついてですが、今まであったカード、あれは替わりますね。石狩市の図書館み

たく、ピッとやるような形に替わっていくのですね。 

社会教育課長 はい、替わります。 

武岡教育長職務

代理者 

西当別コミセンも同じですか。 

社会教育課長 同じです。 

武岡教育長職務

代理者 

ありがとうございます。 

小林委員 すごく簡潔に分かりやすくまとまっていて、直近の事業を出しているという

ところが、すごくいいなと思います。 

それで、ふるさと教育の中学生の派遣、何人くらいを想定しているのでしょ

うか。 

教育部長 ４名です。引率の先生が１名。 

小林委員 西ととうべつ学園が２名、２名か。 

学校教育課長 募集を掛けて、まず手挙げをしてもらって、思いを確認して、それで決める。 

そして、帰ってきたら学校にフィードバックしてもらうというような、その

ようなやり方をする予定です。 

小林委員 いいですね。 

教育長 休憩します。 



 

再開します。 

ご意見ございませんでしょうか。 

（「ありません」の声） 

それでは、先ほど説明がございましたように、これから町長部局との調整も

含めまして、若干の文言整理はあるかと思いますけれども、本件、このような

形で、提案のとおりとさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声） 

それでは、本件は提案のとおりとさせていただきます。 

【日程第６】 

教育長 

次に、日程第６、協議第３号、令和８年度当初予算について、事務局より説

明をお願いします。 

教育部長 協議第３号、令和８年度当初予算について、８頁になります。 

令和８年度当初予算としてまとめたものを、令和８年３月定例会に提出する

ため、協議を求めるものであります。 

なお、９頁から 11 頁の別記に、議会に提出する予算書を掲載しております

ので、こちらに基づいて、担当課長より説明いたします。 

学校教育課長 学校教育課分について、私のほうから説明させていただきます。 

議案では、８頁から 11 頁まで、また、別冊の協議案第３号関係資料という

ことで、９頁、10 頁に令和８年度当初予算における主な事業についても、一緒

に説明させていただきます。 

まず、当初予算の主なものということで、別冊のほうから説明させていただ

きますが、執行方針でも触れさせていただいて、重複することになろうかと思

いますが、１つ目、学校給食の無償化事業でございますが、国が進める小学生

の学校給食の無償化に加えて、町独自での中学生の学校給食無償化を行うため

に、4,201 万 7,000 円を計上しているところでございます。 

次に、教育施設改修計画策定事業でございますが、老朽化の進む教育施設に

ついて、専門的な知見による現況の把握、あるいは、改修が必要な箇所の調査

を実施するために、699 万 3,000 円を計上しております。 

次に、遣岩出山生徒使節団事業でございますが、町内の子ども達が姉妹都市

について学習する機会を創出することを目的として、宮城県大崎市岩出山に町

立学校の生徒を派遣するために、73 万円を計上しているところでございます。 

別冊から議案の別記に進みたいと思います。 

９頁、歳入について説明させていただきます。 

歳入の主なものについては、学校給食費の負担軽減交付金の部分になりま

す。学校給食費無償化に対する国と道の補助金でございます。 

16 款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ６目 教育費国庫補助金におきまして

1,387 万 1,000 円、また、17 款 道支出金 ２項 道補助金 ６目 教育費道補助

金におきまして、同額の 1,387 万 1,000 円を計上しております。また、22 款 

諸収入 ４項 雑入 １目 雑入におきまして、学校給食費で教職員などから受け



る給食食材費として、762 万 4,000 円を計上しております。 

次の頁、10 頁、11 頁をご覧ください。 

歳出の主なものになります。 

２款 教育費 １項 総務管理費 12 目 地方創生臨時交付金事業費におきま

して、1,184 万 8,000 円を計上しております。これにつきましては、学校給食

費物価高騰対策に係ります予算で、賄材料費分となります。科目が総務費の理

由につきましては、臨時交付金を財源としていることから、総務費から支出す

ることになります。 

続きまして、９款 教育費 １項 教育総務費におきまして、全体で２億 8,834

万 4,000 円計上しておりまして、前年対比 1,837 万 3,000 円の増額となって

おります。 

主な要因としましては、４目 スクールバス運営費として、898 万 6,000 円

の増額ということになります。これは、運行単価の改定に伴いまして、委託費

の値上がりに係るものでございます。また、５目 学校給食費の 905 万 1,000

円の増額の主な要因につきましては、給食の調理外業務委託の人件費の引き上

げに伴うものになっているところでございます。 

次に、２項の義務教育費におきまして、全体で１億 8,484 万 2,000 円の計上

をしておりまして、前年対比１億 2,903 万 6,000 円の減額となっております。 

主な要因としましては、２目の教育振興費におきまして、7,899 万 5,000 円

の減額となっておりますが、その要因としましては、デジタル教育推進事業関

連経費ということで、端末の更新が終わったことによるものでございます。 

３目 施設費におきまして、5,190 万 7,000 円の減額でございます。 

主な要因としましては、令和８年度教育施設改修計画策定事業を行った後

に、その結果を踏まえて今後の施設改修検討を行うため、令和８年度におきま

しては、大きな改修事業費については、計上しなかったことによるものでござ

います。ただ、西当別小学校、中学校におきましては、校内の照明の LED 化に

ついては、実施する予定です。予算につきましては、リース事業になりますの

で、金額的には、それほど掛かる事業ではないような形になります。 

次に、12 款の職員費、最後の 11 頁になりますが、職員費におきまして、給

与費の上の学力向上推進講師報酬等から、下から５番目の校内教育支援センタ

ー支援員報酬等までの 10 項目、人数的には 30 名分になりますが、教育委員会

の学校教育課分で、8,897 万 5,000 円を計上しているところでございます。 

学校教育課分については、以上となります。 

社会教育課長 引き続き、社会教育課の当初予算につきまして、ご説明申し上げます。 

まず、別冊資料の 10 頁、主な予算です。 

社会教育課として２つ、学校部活動地域展開推進事業、継続事業、それと、

当別町総合体育館キュービクル改修工事ということで、新規であげさせていた

だいております。 

まず、学校部活動地域展開事業費として、この内訳ですけれども、昨年度よ



り 480 万円増の 1,155 万 9,000 円を保健体育総務費から計上してございます。

及び、学校部活動の地域展開関連経費として、12 款 職員費におきまして、地

域おこし協力隊報酬等 318 万 9,000 円、こちらを計上しておりまして、合計

1,474 万 8,000 円ということになってございます。 

令和８年度の学校部活動地域展開推進事業としましては、活動種目を令和７

年度の２種目から６種目まで増加させ、事業を拡大実施するほか、クラブ運営

サポートアプリの導入、用具運搬や会員送迎など多用途に使用できるクラブ専

用車両の導入、地域クラブの運営体制を強化して、質の高いクラブ活動に資す

る内容として事業展開を図りまして、子ども達や保護者、地域指導者などに安

心して地域クラブに参加していただける環境作りというのを行ってまいりま

す。 

令和９年度の中学校部活動の完全地域展開を控えまして、令和８年度は、中

学校部活動が継続した中で、活動することになります。地域クラブは、小学生

を対象とした種目を中心とした運営ということになりますが、同時に現中学校

部活動種目や中学生向けの新しい活動についても、学校、地域クラブと調整を

行いまして、子ども達の興味関心に応じて、幅広い選択肢を用意できるよう地

域人材の掘り起こし等を積極的に行ってまいります。 

続きまして、総合体育館のキュービクルの更新でございます。 

総合体育館のキュービクル、設置から 37 年、総合体育館がオープンしてか

らずっとキュービクルを使い続けてきたわけですが、その耐用年数につきまし

ては、大幅に経過をしておりまして、劣化が著しいといったところから、これ

を更新するものでございます。 

キュービクルというものは、高圧受変電設備ということで、高圧の電気を総

合体育館の設備に使えるように電圧を調整して配電するといったような設備

でございます。これに経費として計上してございます。 

続きまして、議案のほうに戻っていただきまして、別記の歳入、９頁となり

ます。 

まず、歳入におきまして、15 款 使用料及び手数料 １項 使用料 ７目 教育

使用料におきまして、56 万 6,000 円の計上をしておりますが、こちらにつき

ましては、各施設に設置しております自動販売機に係る行政財産使用料や電気

使用料、それと、世紀会館の使用料となります。 

続きまして、17 款 道支出金 ２項 道補助金 ６目 教育費道補助金におい

て、2,395 万 6,000 円を計上しておりますが、このうち 237 万 9,000 円、こち

らは、地域学校協働本部事業に係る財源としての計上でございます。他に 770

万 6,000 円を計上してございますが、学校部活動の地域展開に係る実証事業の

財源としての計上になります。 

昨年度に引き続きまして、北海道からの支援を受ける形での取り進めです

が、令和７年度は、教育費道委託金の科目において、453 万 9,000 円というふ

うに計上してございましたが、これを事業拡大し、316 万 7,000 円を増額した



770 万 6,000 円を科目に計上しております。 

続きまして、23 款 町債 １項 町債 ４目 教育債において、とうべつ学園の

プールろ過装置の更新の財源として、今年度 3,220 万円を計上しておりました

が、こちらを減額しまして、総合体育館改修事業、先ほど説明いたしましたキ

ュービクルの更新、こちらに 2,620 万円を計上してございます。 

つづきまして、歳出のご説明に移らせていただきます。歳出につきましては、

議案書の 11 頁、社会教育費からとなります。 

歳出におきましては、まず、３項 社会教育費全体で、前年度より775万 3,000

円増の 4,539 万 4,000 円の計上となってございます。 

内訳としまして、１目の社会教育総務費におきまして、先ほど教育行政執行

方針の中で触れさせていただきました文化公演事業として、昨年、一昨年に引

き続きまして、120 万円の計上をさせていただきまして、今年度、桂 宮治 氏

をお招きして開催をするといったような予定でおります。 

続きまして、２目 社会教育施設費でございます。こちらにつきましては、

既に設置から 28 年を経過しております西当別コミュニティーセンターの老朽

化対策としまして、利用者が最も目に触れる機会が多い、正面玄関の階段タイ

ル、こちらの修繕を行いまして、地域拠点施設としての外観を保つといった意

味で、西当別コミュニティーセンターの玄関階段タイル修繕、それと、図書館

業務の効率化及び利用者サービスの充実を図るためクラウド型図書管理シス

テム更新、この費用をそれぞれ新規計上しているところでございます。 

続きまして、３目 文化財保護費におきまして、前年度より 345 万 1,000 円

増の 535 万 4,000 円を計上してございます。新規で、伊達記念館改修工事で

314 万 3,000 円を計上しておりますが、こちらは、経年劣化で損傷が激しい伊

達記念館の屋根を修繕するものでございます。 

続きまして、４項 保健体育費全体ですが、前年度より 1,485 万 4,000 円減

の総額 1 億 4,032 万円なっております。 

その内訳、１目 保健体育総務費において、社会体育施設等の指定管理期間

５年のうち、２年目に当たります令和８年度においても指定管理料として引き

続き 6,971 万 2,000 円を計上してございます。 

それと、先ほど、主なものとしてご説明いたしました学校部活動地域展開事

業費として、1,155 万 9,000 円を計上してございます。 

それと、２目 プール運営費となります。前年度より 4,307 万 4,000 円減の

総額 239 万 2,000 円となっております。 

減額の要因としましては、とうべつ学園水泳プールろ過装置更新事業、これ

に係る経費がなくなったためでございます。 

次に、３目 総合体育館費です。前年度より 2,341 万円増の総額 5,226 万

8,000 円の計上としております。 

増額の要因ですが、キュービクルの更新、こちらに 3,500 万円でございま

す。 



最後に、12 款の職員費におきまして、社会教育関係の指導員等の報酬、給与

として、９名分の給与 2,494 万 5,000 円を計上しているところでございます。 

以上となります。 

教育長 ただ今、提案の説明がありました。ご意見頂戴したいと思います。いかがで

しょうか。 

瀬戸委員 キュービクルの耐用年数は、何年ですか。 

社会教育課長 15 年と言われています。 

教育長 休憩いたします。 

 

再開します。 

他にご意見などございますか。 

武岡教育長職務

代理者 

11 頁の職員費の実数、先ほど学校教育関係で 30 名分と説明がありました。

その中には、栄養士さんとか、管理人の方だとか、事務の方の報酬も入ってい

るのですけれども、それを除いたとしてもたくさんの方々に対して、これだけ

予算をとって下さっていることは、非常に有難いなというふうに思います。他

のところでは、なかなかこのようなことはできないのではないかなと思いま

す。 

また、伊達記念館に私も行きましたけれども、このまま置いておけば、あち

こち段々老朽化が激しくなってきますよね。だから、教育委員会で管理すると

いうことよりも、町の中でどのようにするのか。中の良い物をきちっとした建

物を作って、その中にきちっとした形で入れてもらうのかということを考えて

いったほうが、いいのではないのかなというふうに思います。先の話ですけれ

どもね。 

教育長 休憩させていただきます。 

 

再開いたします。 

他にご意見ございませんでしょうか。 

（「ありません」の声） 

それでは、ないようですので、本件は提案のとおりとさせていただきます。 

教育長 以上で、令和８年第３回当別町教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

閉会 午後５時２１分 

 

上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          当別町教育委員会  教   育   長 

 

                    教育長職務代理者 


